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指定管理者制度適用施設の概要・制度適用方法 

１ 施設の概要 

⑴ 名称 米子市美術館（以下「美術館」という。） 

⑵ 所在地 米子市中町１２番地 

⑶ 構造 

 

鉄筋コンクリート造り 

地上２階建て 

⑷ 敷地面積 ２，６５８．４１平方メートル 

⑸ 建築面積 ２，３２２．６１平方メートル 

⑹ 開館日 昭和５８年６月１７日 

⑺ 主な施設内容 事務室、応接室、収蔵庫、機械室 

第１展示室：面積１７３．１５平方メートル 

壁面延長５０．９１メートル 

パネル延長３１．９８メートル 

第２展示室：面積２３５．９６平方メートル 

壁面延長６０．８２メートル 

パネル延長５１．９メートル 

第３展示室：面積１６３．１２平方メートル 

壁面延長４８．８５メートル 

パネル延長４１．４４メートル 

第４展示室：面積３２６．６９平方メートル 

壁面延長７８．４６メートル 

パネル延長８３．２２メートル 

第５展示室：面積７５．０８平方メートル 

壁面延長３３．４８メートル､パネルなし 

駐車場（米子市役所駐車場） 

収蔵作品２，０００点 

⑻ 施設の設置目  

 的（総合計画との 

 関連性等） 

美術館は、市民が開催する集会等の利用に供すること、及び芸

術文化に関する公演、研究会、講演会等を開催することにより、

芸術文化の振興及び市民福祉の増進を図るため設置されている。 

市の総合計画においても、まちづくりの基本方向のひとつとし

て「芸術文化活動の推進」を掲げ、市民が多種多様な文化に接し、

自ら創造し発表するための文化活動に積極的に参加することがで

きるよう支援するとともに、市民との連携をさらに強化しながら、

芸術文化の振興及び文化活動の普及を図ることとしている。 

このため美術館では、市民のニーズに応じた芸術文化活動の普及

や鑑賞の機会の提供、芸術文化に関する情報提供の推進といった
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計画目標の達成に向けて、事業の実施並びに施設の運営を行って

いる。 

⑼ 施設の現状 美術館は、文化芸術の鑑賞及び発表の場並びに活動の拠点とし

て、多くの市民や地元文化団体に活用されている。また、郷土ゆ

かりの作家の調査・研究を行うとともに、市展、県展等の公募展

及び館蔵品の展示、特別展を開催している。 

⑽ 施設の運営状 

 況（令和６年 

 度）の概要 

ア 貸館使用許可件数 ５１件 

イ 貸館利用者数 ２８，９９２人 

ウ 入館者総数  ９０，６９９人 

エ 利用料金収入額 ２，３２９千円 

オ 主な自主事業及びその収入額 

 ・特別企画展「米子の書」（１，２１８千円） 

 ・特別共催展「佐藤健寿展」（１，７５８千円） 

 ・特別共催展 

「ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ ＬＩＦＥ展２」（４，１５０千円） 

カ 管理運営費（支出額の合計） ７０，９２８千円 
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２ 制度適用方法 

 ⑴ 指定の期間 

   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日（５年間） 

 ⑵ 業務の範囲及び管理の基準（主なもの） 

  ア 施設等の維持管理 

  イ 施設等の利用の許可 

   ・指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、開館時間及び休館日の変更が可能 

   ・指定管理者は、使用許可事務を代行 

   ・利用料金制度を採用（利用料金は､指定管理者が条例に規定する使用料等の金額の

範囲内において、教育委員会の承認を受けて定め、利用者から徴収。利用料金は、

指定管理者の収入として収受） 

  ウ 利用の促進 

  エ 自主事業の企画及び実施 

   ・事業の内容は、あらかじめ市と協議 

⑶ 管理業務の処理体制 

   職員の適正配置のほか体制の整備。なお、施設には、統括責任者として館長１人を、 

  これを補佐する者として副館長１人を、学芸員を２人置く。 

⑷ 市が直接行う業務 

 ア 美術館の目的外使用の許可その他の教育委員会に専属する権限に基づく事務 

 イ 米子市美術館協議会の開催 

⑸ 管理業務の処理に必要な経費 

   指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を、指定管理料及び自主事業の収入に

よって賄う。 

 ⑹ その他の条件 

  ア 米子市と連携を密にし、協力して事業実施にあたること 

  イ 指定管理者は、美術館の管理業務の処理に当たり、美術館の利用者で構成する団

体その他関係団体との連携協力に努めなければならない 

  ウ 指定管理者は、米子市秋の文化祭事業に協力すること 


